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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月15日(2011.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリイミドフィルムと低粗度銅箔とが積層された銅張積層板であり、
低粗度銅箔は、厚みが５～１８μｍ、ポリイミドフィルムとはりあわせる側の表面粗さ（
Ｒｚ）が０．６～１．０μｍ、ＴＤ（ロ－ル方向と垂直方向）３１０％以上かつＭＤ（ロ
－ル方向）３６０％以上の光沢度（入射角６０°）であることを特徴とする銅張積層板。
【請求項２】
　銅張積層板は、銅層エッチング後のフィルムの波長６００ｎｍでの光透過率が４０％以
上で、銅層エッチング後のフィルムの曇価（ＨＡＺＥ）が３０％以下であることを特徴と
する請求項１に記載の銅張積層板。
【請求項３】
　低粗度銅箔は、ＴＤ（ロ－ル方向と垂直方向）３１０％～３９２％かつＭＤ（ロ－ル方
向）３６０％～４１０％の光沢度（入射角６０°）であることを特徴とする請求項１また
は請求項２に銅張積層板。
【請求項４】
　銅張積層板は、銅層エッチング後のフィルムの波長６００ｎｍでの光透過率が４０％以
上で、銅層エッチング後のフィルムの曇価（ＨＡＺＥ）が１４～２８％であることを特徴
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とする請求項１～３のいずれか１項に記載の銅張積層板。
【請求項５】
　銅張積層板は、ポリイミドフィルムと低粗度銅箔とが直接積層されたことを特徴とする
請求項１～４のいずれか１項に記載の銅張積層板。
【請求項６】
　銅張積層板は、ポリイミドフィルムと低粗度銅箔とが熱圧着により積層されたことを特
徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の銅張積層板。
【請求項７】
　ポリイミドフィルムは、熱圧着性多層ポリイミドフィルムであることを特徴とする請求
項１～６のいずれか１項に銅張積層板。
【請求項８】
　ポリイミドフィルムは、熱圧着性の芳香族ポリイミド層および高耐熱性の芳香族ポリイ
ミド層からなる熱圧着性多層ポリイミドフィルムであることを特徴とする請求項１～６の
いずれか１項に銅張積層板。
【請求項９】
　銅張積層板は、ポリイミドフィルムと低粗度銅箔とが加圧下に熱圧着性のポリイミドの
ガラス転移温度以上で４００℃以下の温度で熱圧着して積層された銅張積層板であること
を特徴とする請求項７または請求項８に記載の銅張積層板。
【請求項１０】
　低粗度銅箔が、有機処理剤による接着性改良処理されたものであることを特徴とする請
求項１～９のいずれか１項に銅張積層板。
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